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序章 ～検討の背景～ 

 

中小企業は、企業数で９割以上、雇用で約７割を占め、先進的な技術シーズ

や新たなサービスを生み出す苗床であり、日本経済にとって、量・質両方の点

でダイナミズムの源泉となっている。 

しかし、近年、需要の低迷や金融環境の悪化を受けて、中小企業の業況は大

変厳しくバランスシートの毀損等による体力の消耗が懸念された。これに加え、

国際競争の激化、経営者の高齢化等、様々なリスク要因が相俟って、経営者の

意識の中で、先行きの不透明感や事業の将来展望に関する懸念が強まっている

と考えられる。 

こうした状況を受けて、政府は、金融セーフティネットの整備、各種支援法

や税制措置による創業・経営革新・第二創業・事業再生支援を強力に進めてき

た。特に、本年の通常国会では、「中小企業経営革新支援法」、「中小企業の創造

的事業活動の促進に関する臨時措置法」及び「新事業創出促進法」の３法律を

「中小企業新事業活動促進法」として統合することで施策体系の骨太化を図り、

中小企業が柔軟な連携を通じて行う新たな事業活動（新連携）を支援するため、

中小企業信用保険法や中小企業投資育成株式会社法の特例等を拡充した。この

ように、中小企業の創業から成長、事業革新や再生といったライフサイクルに

合わせた政策的手当の整備がなされたところである。 

しかし、中小企業における事業継続上のリスクは、必ずしも資金繰りや市場

動向などの営業に関するリスクのみに限られない。例えば、事業承継の問題が

挙げられる。中小企業の経営における一般的特徴は、経営と所有が一致してい

ることであり、中小企業における人的資本はオーナー経営者などの特定少数者

に依存している傾向が強い。このため、経営者個人に突発的に生じうる死亡や

種々の事情の変化が、相続に係る争訟や後継者問題という形で会社の事業展開

に大きな影響を与える可能性がある。 

こうした人的資本政策に係る潜在的なリスクの存在は、高齢化した中小企業

経営者の事業拡大や第二創業への意思決定への制約要因になりうる。こうした

リスクの存在に気づいていない、あるいは、存在自体は気にしているが有効な

事前の対策を採っていない中小企業にあっては、実際にリスクが顕在化してか

らの事後的な対処では間に合わず、事業の継続自体が困難になるケースも少な

くない。 

こうした問題は、従来は、きっかけが経営者の死亡や相続といった個人的な

問題であるため、必ずしも中小企業における事業継続の問題といった観点から

総合的な検討がなされてこなかった。実際、事業承継問題は、相続税負担の軽
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減措置に係る議論ばかりが行われてきた感がある。 

こうした認識の下、中小企業における事業承継に係る問題を総点検し、有効

な政策的手当や民間事業者の取組みを検討するべく、平成１６年１２月に中小

企業庁事業環境部財務課長の私的研究会として、「事業承継関連法制等研究会」

が設置された。本中間報告は、同研究会でのこれまでの議論を概括し、今後の

議論の参考となるよう取りまとめたものである。 

事業承継問題は、後継者にとっては、一種のベンチャー又は第二創業と捉え

ることが可能であり、一方、承継者が見つからず成長意欲を喪失しかけている

企業にとっては、人的・組織的テコ入れを通じた事業再生と捉えられる。故に、

検討すべき範囲は広く、対応策もまた多様となる。超高齢化社会を迎え、中小

企業の社長の平均年齢も高齢化している現在、事業承継問題に対し行政及び民

間が一体となった取組みがより一層求められている。本中間報告は、事業承継

に係る問題とそれへの対策のあり方の検討について先鞭をつけることを目的と

するものであり、これをきっかけとして、事業承継問題への意識の涵養とそれ

への対策の検討を、より多くの関係者を取り込んで行っていくことが重要であ

る。 
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第１章 中小企業における事業承継の実態 

 

 

１． 事業承継を取り巻く環境 

 

(1) 中小企業経営者の高齢化の進展 

 

企業経営者の平均年齢は、規模の小さい企業ほど平均年齢は低いものの、規

模の小さい企業の企業経営者の平均年齢は毎年少しずつ上昇しており、その

差は縮まりつつある（図表第１）。高齢化社会の進展の中、この傾向は引き継

続するものと考えられる。この点で中小企業における事業承継リスクは高ま

っていると考えられる。また、企業規模の成長と経営者の年齢には、一定の

相関関係があることがこれまでのデータで示されている（図表第２）。すなわ

ち、経営者の年齢が若いほど、企業における従業員数の成長率が実績値にお

いて高いことがわかっている。経営者の「若返り」は、企業成長のための一

つの要素となっているとともに、マクロ的には労働者の雇用維持・拡大にも

影響する問題と言えよう。 

 

(2) 中小企業経営者の事業承継への意識 

 

事業を後継者に承継させるに当たって、何らかの障害があると認識している

経営者は、全体で４割強に上る（図表第３）。その障害の内容は、以下で言及

するとおり様々であるものの、全体として、かなりの割合で何らかの困難を

事前に感じていることがわかる。 

一方、障害の有無が「わからない」としている経営者、すなわち事業承継自

体にあまり注意を払っておらず、自らの問題として意識をしたことがない経

営者が２割近く存在することにも注意を払う必要がある。こうした経営者に

おいて事業の承継時に何らかの障害が発生したとしても、事後的な対応に追

われることとなる。経営者の退任理由（図表第４）を見れば、経営者の健康

上の理由や他界といった不測の事態による経営交代は減ってはいるものの、

その割合は依然として３割と一定程度を占めており、こうした突発的な障害

に係るリスクは、決して小さくないことがわかる。 
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図表第１：資本金規模別の代表者の平均年齢の推移 
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全社長平均 1000万円未満 5000万円未満 1億円未満
5億円未満 10億円未満 10億円以上

 
資料：（株）帝国データバンク「社長交代率調査」 
（注）年齢の小数点以下は月数 

 

 

図表第２：経営者の年齢と企業の従業者数成長率 
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図表第３：事業の承継に係る障害の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表第４：先代経営者の退任理由 
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資料：平成１３年 中小企業庁「事業承継に関するアンケート」
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資料：平成１３年 中小企業庁「事業承継に関するアンケート」
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(3) 中小企業経営者の事業承継への対応状況 

 

中小企業においては、事業承継に係る事前の取組みについての困難性が指摘

されることがしばしばある。すなわち、現経営者にあっては、自らの経営か

らの退出について早期に着手するインセンティブがなく、自らの老後の生活

保障の観点や父権の維持等の個人的な事情も絡み、経営交代に係る方針や姿

勢をなかなか明らかにしない行動がとられがちである。一方、親族や従業員

といった後継人材にあっては、事業の承継が先代経営者の死亡や健康上の理

由による引退を前提としていることも多く、こうした話題に言及すること自

体が憚られる状況が想定される。加えて、債権者として事業の安定的継続を

担保する観点から、事業承継に関心を有していいはずの金融機関においても、

多くは経営者一族のプライベートな問題として捉えられ、立ち入ることが難

しい。事業承継のためのローンや信託商品等が法人部門で扱われず、個人部

門で扱われることが、金融機関の事業承継に対する認識を示していると言え

よう。このような事業承継に係る関係者の各々の事情により、事業承継に事

前に取り組むことは一種のタブーとなっており、このことが互いに事業承継

に積極的に取り組まない縮小均衡をもたらしている可能性がある。 

それでは、事業承継に係る事前の取組みを行うことにはどのような意味があ

るのだろうか。事業の承継を円滑に行うため、経営者が事前に行っている取

組みは様々である（図表第５）。事業承継のプランについて役員や従業員に対

して事前に周知を行うといった意識レベルのものから、生前に後継者に対し

て一定の権限分譲を行う、自社株を引き継ぐ、といった具体的なものまで多

岐にわたる。それぞれを企業ごとに組み合わせて承継準備が行われていると

考えられる。一方、注目すべきは「特別なことはしなかった」とする割合が

３割強を占めていることである。承継に係る問題が存在しないために特段の

対策を採らない場合もあろうが、全体で見ると、事前に何らかの取組みを行

った場合の方が、取組みを行わなかった場合よりも承継が「成功」するケー

スが高いことがわかる（図表第６）。 

また、事業を承継する側においても、知識の習得や人脈作りなど、事前の準

備が必要となる。データによれば、こうした事前の準備を行った方が、承継

が成功する割合が高い（図表第７）。また、承継に当たっては経過期間が必要

となり、その長短はあるものの、やはり事前の取組みを行うことで円滑な事

業承継が可能となることがわかる（図表第８）。 
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図表第５：承継のための先代経営者の取組み内容 

 
 

 

 

図表第６：承継前の先代経営者の取組みと承継が成功した企業の割合 
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図表第７：承継の準備の有無と承継後の従業員数成長率 

 
図表第８：承継の準備期間と承継後の従業員数成長率 
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(4) 後継者の不在、後継者育成の困難性 

 

後継者と先代経営者との関係は、２０年前までは親族関係がほとんどであっ

た。しかし、現在では、親族以外の者による承継が４割に迫っている（図表

第９）。これには、家督相続の意識の希薄化や職業に対する意識の多様化、中

小企業においても経営環境の激化に伴う実力主義の広がり等、様々な要因が

考えられる。そして、後継候補として必ずしも子息等が必定でなくなったか

らこそ、より適性のある後継人材のニーズが高まっており、多くの中小企業

はその確保が困難と感じている。平成１３年のデータでは、回答者の約６割

が、後継者の不在が事業承継の障害となっていると回答している（図表第１

０）。プロパー職員のうち、現経営者の後継候補となるような「右腕」がいる

会社は、全体の７割にとどまる（図表第１１）。中小企業への就業者の減少（図

表第１２）は、中小企業経営者の後継となりうる人的リソースの減少や高齢

化を示唆するものであると言えよう。 

また、現経営者が後継者を決定したとしても、当該後継者にそれなりの適性

が備わっていない限り、社員の支持を得て安定的な経営を行うことは難しい。

回答企業の約３割が、後継人材を経営者とすることについて社内の支持を得

ることが難しいことが事業承継の障害となっていると回答している。こうし

た事態を回避するため、後継者の育成には一定程度の時間を要するのが通常

であろうが、実際には、後継者育成が不十分であることが事業承継の障害と

なっていると答えた企業は回答企業の５割以上に達している（図表第１３）。 

 

(5) 経営権取得のための資金の不足 

 

後継者が決まっている場合、その後継者に経営を引き継ぐためには、経営権

の根源である株式の移転が必要となる。具体的な手法として、後継者が子息

等である場合は相続や贈与、売却などがあり、第三者であれば贈与や売却が

ある。後継者は、株式を買い取る場合は勿論のこと、相続や贈与の場合にあ

っても一定額以上となれば相続税又は贈与税が課されることとなる。特に株

式の評価が高くなるような優良企業の承継には、一定の資金が必要となる可

能性が高い。こうした資金は事業の遂行過程において回収可能であるかもし

れないが、事業承継の前に確保することには困難が伴うことが多い。データ

では、回答企業の約６割が、経営権取得のための資金不足が事業承継の障害

となっていると回答している（図表第１４）。 
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図表第９：先代経営者との関係の変化 

 

 

図表第１０：後継者不在が事業承継の障害となっている割合 
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影響が大きい 影響がある 影響はない

分からない 無回答

資料：平成１３年 中小企業庁「事業承継に関するアンケート」
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図表第１１：会社経営上「右腕」の存在の有無 

 
 

 

図表第１２：従業者規模別就業者数の推移（前年同月比増減率の寄与度） 
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図表第１３：後継者育成が不十分であることが事業承継の障害となっている割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表第１４：経営権取得のための資金不足が事業承継の障害となっている割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2% 37.8% 28.1% 7.1%12.7%

13.2% 28.2% 33.4% 10.1% 15.0%
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(6) 経営権の集中の困難性 

 

経営者が１００％オーナーである場合、特定の後継者に対して経営権を集中

させるには、基本的には、株式を当該後継者にすべて譲渡すれば良い。しか

し、経営者が１００％オーナーでない場合や、１００％オーナーであっても

次のような場合には、後継者に対して経営権を集中することが困難となる。 

まず、株式を縁故者等に所有してもらっている場合や、事業を承継しない親

族等にも分散して所有させている場合がある。先代経営者が経営を行ってい

る間は、属人的な人間関係により議決権行使等について円滑な行使が望めた

ものの、経営者の交代によりこうした人間関係が分断され、会社の意思決定

に支障を来す状況が生じうる。加えて、こうした分散所有している縁故者等

が死亡した場合、その直系卑属に対して相続が生じるため、一層株式が分散

することとなる。 

また、１００％オーナー経営者であったとしても、子息等のうちの一人を後

継者とする場合、相続や贈与といった形で株式を移転させようとする際に、

法定遺留分の問題が生じうる。すなわち、民法では、配偶者及び直系卑属に

対して、特定遺贈などによっても侵害することができない最低限度の取り分

を保障しているため、相続財産の総額に対して株式の割合が高い場合、法定

遺留分を超えて特定の者に遺贈や生前贈与を行うことが制限される。遺留分

減殺請求が起こされた場合、遺留分権者に超過部分を補償しなければならな

い。 

こうした経営権の集中に係る問題は、相続や贈与といった形態を経由するた

め、事業を承継しない他の相続人との間で財産分与の争いとして発展するこ

とが多いと考えられる。実際、後継者への経営権の集中が難しいことが事業

承継の障害となっているとした企業は、回答企業の３割以上となっている（図

表第１５）。 
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図表第１５：経営権の集中が難しいことが事業承継の障害となっている割合 
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２． 相続税負担について 

 

(1) 相続税負担の実態 

 

事業の承継に当たっては、経営権の維持のための株式や、経営資源としての

土地・建物のうち経営者所有のものを後継者に確実に承継させることが重要

である。こうした財産の承継は、後継者が子息等の親族である場合、相続や

贈与といった形で行われることが多い。従来、事業承継に係る問題と言えば、

この相続税又は贈与税負担を指すことが多かった。すなわち、相続税又は贈

与税負担が過度に重いため、納税資金を確保するために事業用資産を売却し

なければならないといった事態が問題とされ、累次の負担軽減措置が講じら

れてきた。具体的には、小規模宅地の特例や自社株式特例の順次の拡充、相

続した自社株式を自社に売却した場合のみなし配当課税の特例措置の創設な

どである。これにより、事業承継に係る負担は、他の相続と比較して軽減さ

れてきている。 

また、相続税が所得税や法人税とは異なり、一生に一、二回しかかからない

税であることから、かつての高率の負担（最高税率７５％）がそのまま現在

も適用されるなどの誤解が生じやすいが、相続税自体についても累次に亘り

税率の引き下げ及び基礎控除の引き上げが行われてきており、ストック価額

の下落も相まって、相続税全体の負担も相当程度軽減されてきている。 

以上のような事業承継に係る負担軽減措置と相続税自体の負担軽減により、

課税対象となる割合や負担額は減少し、平成１４年現在、相続税が実際に課

税されているのは、相続件数の４．５％程度に止まっており、また、それら

相続税が課税される場合にあっても、課税価格に対する納付税額の割合は 

１２．１％まで下がっているところである。このため、事業承継に係る問題

を税負担のみのものと考えることは必ずしも適当とは言えなくなっている。 

 さらに、平成１５年度税制改正により導入された相続時精算課税制度につ

いては、相続時と贈与時の税負担を中立的にするものである上、贈与財産に

ついては贈与時の時価で精算されることから、同族株式を計画的に生前贈与

することにより、後継者への事業参画の動機付けをも行うことができる制度

であり、事業承継を円滑化する効果があるとされているところである。 

 

(2) 物納制度について 

 

一方、以上のような税負担の軽減措置をもってしても、優良な資産負債バラ

ンスを持つ企業であれば株式評価額が相当の金額となり、相続税額もかなり
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の額になりうる。また、優良企業でなくとも流動性の高い資産が乏しく、延

納等によっても納税額を現金で捻出することが困難な場合がある。 

こうした納税額を現金等により確保できない場合の納税方法として、物納制

度がある。 

相続により取得した財産のほとんどが取引相場のない株式であり、かつ、取

引相場のない株式以外に物納に充てるべき財産がないと認められるときは、

金銭で納付することを困難とする金額を限度として、当該取引相場のない株

式をもって物納の申請を行うことができる。物納を許可するためには、税務

署等は、財務局に調査依頼をしなければならず、収納適格と認められたもの

についてのみ物納が認められるとの取扱いがなされている。 

これに加え、平成１４年度税制改正において、物納の要件及びその取扱いの

明確化を図ることが決定された。その結果、物納された株式の買い受けを希

望する者がいること、発行会社の直近二期における総資本経常利益率等の指

標が同業種の直近二期における平均比率を超えていること、といった要件を

満たす優良法人の場合には、当該発行会社の株式の物納が認められるとして

要件が明確化された。 

一方、国に物納された取引相場のない株式の売却については、当該物納され

た株式の買受証明等を前提として、個別に処理されると理解されている。 

こうした制度の整備が一通りなされているところであるが、その運用におい

ては、例え相続税法及び相続税法基本通達における物納要件に合致する取引

相場のない株式であっても、実際は物納が認められにくいことが指摘されて

いる。 
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図表第１６：事業承継税制の概要 

○自社株式の特例： 事業承継時における自社株の相続税課税価格の10%軽減措置（平成１４年度改正で創設）。

また、平成１５年度に各種要件緩和及び小規模宅地特例との併用を可能とし、さらに平成１
６年度に軽減対象上限を１０億円まで大幅に引き上げたことに伴い、本措置の活用が進展。

中小企業の事業承継の円滑化に資する税制措置
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課税面積の推移（４００㎡の事業用土地を相続した場合）
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事業承継税制については、相続発生に伴う個人事業主や中小法人経営者の負担を軽減し、その後の円滑な発
展・成長に資するため、特定小規模宅地等の特例や自社株式の特例を累次拡充するとともに、事業承継後の一
時的な納税資金負担を軽減するため、相続株式を自社に売却した場合の相続人株主の課税の特例措置も創設。
さらに、次世代への資産移転促進等の観点から相続時精算課税制度が整備されるとともに、相続税最高税率の
引き下げ等も措置され、徐々に納税環境は改善。

昭和58年に創設。その後累次拡充を行い、現在では

特定事業用宅地は400m2まで、特定居住用宅地は

240m2まで相続税評価額の80%が非課税。

小規模宅地特例との併用可能に（平成１５年度改正）

① ＜対象会社要件＞

② ＜被相続者要件＞

発行済み株式総額10億円未満の会社
１５年度

改正
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③ ＜軽減対象の上限＞
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１５年度
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10億円又は発行済株式総数の2/3まで

本人と同族関係者（６親等内の親族）で、
株式の50%超を保有

１６年度

改正

現 在

最大１億円まで

 
 

○相続株式を自社に売却した場合の相続人株主の課税の特例措置
事業承継後において、非上場株式の相続人が相続株を３年以内にその会社に譲渡した場合、みなし配当課税と
せず、譲渡益課税とする措置（平成１６年度改正）。本措置により、事業承継後の一時的な納税負担を緩和。

• 「相続税額の取得費加算特例」（注）の利用

範囲が拡がるため、譲渡所得額を圧縮できる。

（注）相続税申告後３年以内に相続財産を譲渡した場
合、相続税額の一部を譲渡益課税の取得費に加算し、
負担軽減する措置。

• これまで最高50％の税負担とされていた
ものが、20％に軽減。
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○相続時精算課税制度
生前贈与を受けた者で一定の要件を満たす者については、選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払
い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った「贈
与税」を控除することができる。この制度の贈与税の非課税枠（複数年にわたり利用可能）は2,500万円で、非課税
枠を超える部分については一律20%で課税。本措置により、相続発生以前から計画的な事業承継を検討すること
が可能となり、さらに、その後の企業努力により贈与した財産の価額が上昇した場合であっても、当該上昇分につ
いては税負担がかからないこととなる。

＜3,000万円の生前贈与を受けた場合＞

贈与（3,000万円） 贈与額 相続額

贈与時

（一体化措置
を選択）

非課税枠
2,500万円

×税率20%
＝100万円

（贈与税納付税額）

相続時
（贈与者
の死亡）

×相続税率
＝税額α

＜相続税で精算＞ 税額α＞100万円 → 納付
税額α＜100万円 → 還付

基礎控除
（相続税）

・ ・ ・
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３． 円滑な事業承継に資する既存の各種制度・取組み 

 

(1) 商工会議所等の支援機関や民間事業者における事業 

 

長野商工会議所や紀州有田商工会議所など一部の商工会議所においては、事

業承継の支援窓口を設置したり、後継者マッチング事業が行われる等、先駆

的な取組みが開始されている。 

長野商工会議所が、平成１３年から管内約１４，０００の全ての事業所を個

別に訪問して商工会議所に対するニーズ調査を行ったところ、約４，０００

の事業所が後継者難のため廃業を考えているという実態を把握した。これを

受けて、平成１４年度に「長野事業承継支援センター」を設置し、後継者を

探している企業と、後継者となることを希望している事業者や創業予定者と

のマッチングを開始した。パンフレットの作成・配布による広報活動やセミ

ナーの開催により、平成１５年度には５件、平成１６年度には１２月時点で

１２件と、その実績が着実に伸びてきている。 

紀州有田商工会議所は、職業安定所との共同事業として、後継者となること

を希望する者と後継者を求める事業者とをマッチングする事業を平成１２年

に開始している。これに関連して、広報活動やセミナー等も積極的に展開し

ている。 

また、東京商工会議所では、後継者対策をＭ＆Ａにより行おうとする事業者

へのサポート事業を開始している。具体的には、会社の譲渡・売却を希望す

る中堅・中小企業と事業の譲受・買収を希望する企業に情報を登録させ、Ｍ

＆Ａ仲介専門機関の協力の下マッチングを行う。同様のＭ＆Ａマッチング事

業は、中小企業基盤整備機構もホームページ上で行っている。 
日本商工会議所では、ホームページ上で「後継者探し」サイトを開設してい

る。これに併せて、全国３０カ所程度の地域で事業者と後継者候補の各々に

対するセミナー及び交流会を実施している。 

以上のような、公的機関による支援の他、民間金融機関によるコンサルティ

ング事業も行われている※。 
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※ 参考 民間事業者による事業承継へのコンサルティング 

（平成１６年１０月１４日 日経新聞 朝刊） 

 

事業承継 有料で指南 三菱信託 中小向け新サービス 

 

三菱信託銀行は中小企業のオーナーに事業承継対策などを有料で指南するサービ

スを始める。銀行本体が手数料をとって経営コンサルティングを展開するのは初めて。

新たな収益源に育てるとともに、遺言信託の販売や不動産売買仲介など関連需要の

取り込みを狙う。 

新しいサービスの名称は「オーナーシップ」。同行のコンサルタントが専任となり、半

年以上かけて企業やオーナーの資産や経営状況を分析。事業継続の可否や承継に

向けた選択肢など問題解決策を盛り込んだ「事業経営財務診断報告書」を作成する。

オーナーが株式公開や事業売却を決断した場合はグループ会社と連携するなど、報

告書の提出後も中長期的に助言する。 

手数料は企業の純資産価額（相続税評価額）が１０億円以下の場合で３１５万円。

年商１０億円－５０億円のオーナー企業を主な対象に見込み、年間６０－７０件の成約

を目指す。将来は地方銀行とも提携し、取引のない中小企業にもサービスを広げる考

えだ。 

 

 

 

(2) 商法上の各種制度 

 

事業承継における大きな課題として後継者難があるが、特に中小零細の会社

にあっては、新たな人材を外部から調達したり、人材を一から育てることに

は大きな困難が伴う。こうした中小企業にあっては、自らは経営及び所有か

ら離脱をするものの、会社の存続を考えて事業売却や株式譲渡を行うことも、

有効な事業承継の手法の一つと言える。こうした所謂Ｍ＆Ａ的な手法には、

事業売却や株式譲渡といった直接的な方法の他、商法上、より簡易に法人格

の統合や完全親子関係を構築することが可能となっている（図表第１７及び

１８）。 

また、商法２２２条は、利益又は利息の配当や残余財産の分配、株式の買受

けや議決権行使等につき定款に特別の定めがある種類の株式の発行を認めて

いる。これにより、配当優先完全無議決権株、残余財産分配優先完全無議決

権株や償還株式、議決権制限株式など、多様な株式の発行が可能となってい

る。こうした種類株式を活用して、例えば、後継者に対しては完全な議決権
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が付与された普通株を承継させ、事業を承継しない配偶者や直系卑属に対し

ては配当優先や償還オプションが付与された完全無議決権株を相続させるこ

とも可能である。これにより、均分相続や遺留分といった民法上の権利保護

に応じるとともに、非事業承継者の理解をも得やすくなると考えられる。 

また、平成１８年度中の施行を目途として国会に法案が提出されている「会

社法案」においては、事業承継に使える各種制度の拡充が行われた（図表第

１９）。例えば、現在、株式の分散を防止することを目的として、株式の譲渡

につき会社の承認を要する旨を定款に定めることが許容されているが、相続

や合併による株式の移転は「譲渡」には含まれないと解釈されており、こう

した事象が生じた場合の株式分散を止める手だてがなかった。今回の「会社

法案」においては、相続等譲渡以外の一定の事由が生じた場合に、会社が株

式を買い取ることができる旨を定款で定めることが可能となる。これにより、

株式の分散防止のみならず、株式の集中を図ることも可能となる。また、現

在、議決権制限株式には発行済株式総数の１／２という上限があるが、「会社

法案」では、譲渡制限の定めを定款に定めた会社（公開会社以外の会社）に

あっては発行上限を撤廃することとされている。これにより、議決権制限株

式の発行の自由度が高まり、経営権の集中により活かしやすくなるものと思

われる。 
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図表第１７：商法上の組織再編に係る制度 
合併 合併を行う各会社の総会における特別決議が必要（合併後の会社が株式譲渡制限会社であっ

て、合併を行う会社が非株式譲渡制限会社である場合、当該非株式譲渡制限会社では特殊決議
が必要）。 
反対株主には買取請求権が付与される。 
債権者保護手続が必要。 

簡易合併 株式会社を存続会社とする吸収合併であって、 
(1) 合併に際し発行する新株が発行済株式総数の１／２０以下 
かつ、 
(2) 合併交付金の金額が最終の貸借対照表により存続会社に現存する純資産額の１／５０以

下 
である場合には、存続会社について、合併承認の総会決議を不要とする。（消滅会社は必要）
株式買取請求権あり。 
債権者保護手続が必要。 

株式交換 各当事会社の総会における特別決議が必要（完全子会社となる会社が非株式譲渡制限会社であ
ったのに完全親会社が株式譲渡制限会社となる場合、当該非株式譲渡制限会社では特殊決議が
必要）。 
反対株主には買取請求権が付与される。 

株式移転 完全子会社となる会社における特別決議が必要（完全子会社となる会社が非株式譲渡制限会社
であったのに完全親会社が株式譲渡制限会社となる場合、当該非株式譲渡制限会社では特殊決
議が必要）。 
反対株主には買取請求権が付与される。 

簡易株式
交換 

株式会社を完全親会社とする株式交換であって、 
(1) 株式交換に際し当該会社が発行する新株が発行済株式総数の１／２０以上 
かつ、 
(2) 株式交換交付金の金額が最終の貸借対照表により当該会社に現存する純資産額の１／５

０以下 
である場合には、当該会社について、株式交換の総会決議を不要とする。 
反対株主には買取請求権が付与される 

会社分割 各当事会社の総会における特別決議が必要（株式譲渡制限の定めがない株式会社の株主が人的
分割によりその定めのある株式会社の株式の割当てをうける等、分割により株主に新たに株式
譲渡制限の拘束が生ずる場合、及び、人的分割により分割会社株主が有限会社の社員となる場
合には、特殊決議が必要。また、持株比率に非按分的に株式を割り当てるには、総株主の同意
が必要）。 
反対株主には買取請求権が付与される。 
債権者保護手続が必要（分割会社は公告をもって個別催告に代えることはできない）。 

簡易会社
分割 

分割会社及び承継会社が株式会社であって、 
(1) 物的分割の場合、分割会社及び承継会社それぞれにおいて総会決議を省略可能。要件は、

① 分割会社の場合、分割する財産の帳簿価額が、分割会社の最終の貸借対照表の資産の
部の金額の１／２０を超えないこと 

② 承継会社の場合、分割に際し発行する新株が当該会社の発行済株式総数の１／２０以下であ
り、かつ、分割交付金の金額が最終の貸借対照表により承継会社に現存する純資産額の１／
５０以下であること 

(2) 人的分割の場合、承継会社のみ総会決議を省略可能。要件は(1)②のとおり。 
営業譲渡 
（営業を
取引行為
として他
に譲渡す
る行為） 

譲渡の対象が営業の全部又は重要な一部である場合には、株主総会の特別決議を要する。 
反対株主には買取請求権が付与される。 
※ 会社分割と異なり、債務や契約上の地位を移転する際は、（債権者保護手続ではなく、）個

別にその契約相手方の同意を要する。 
※ 営業譲渡の対価が新株である場合、現物出資に当たるので、検査役調査が必要となる。 

簡易な営
業全部の
譲受け 

他の会社の営業全部を譲り受ける場合には、総会の特別決議を要し、反対株主には買取請求権
が付与される（いわゆる「営業全部の譲受け」。簿外の偶発債務の危険性等があるため。）が、
その対価が最終の貸借対照表により営業を譲り受ける会社に現存する純資産額の１／２０以
下である場合には、総会の決議を要しない。 

営業全部
に関する
業務委託
等 

以下のような、会社の営業全部についていわゆる「業務委託」等がなされる場合、総会の特別決
議を要し、反対株主には買取請求権が付与される。 
(1) 営業全部の賃貸（賃貸借期間中、賃借人が、自己の名・自己の計算において営業全部の

使用・収益を行う（民６０１条） 
(2) 営業全部の経営の委任（営業が受任者の計算において行われるものは営業の賃貸に極め

て近く、狭義の経営委任契約と呼ばれる。委託会社の計算で行われ、業務執行権限のみ
が受任者に移転する形は、経営管理契約と呼ばれることが多い） 
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図表第１８：組織再編手法の図解 
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→相続による支配権の分散の防止のため、事業承継者以外へ相続される株式につき無議決権株化す
ることが考えられる。譲渡制限株式会社において無議決権株の発行上限が撤廃されるため、活用
の幅が広がる。

→譲渡制限株式会社にあっては、議決権について、属人的に制限を行う定めを定款に置くことが可能
となるため、特定の者の議決権を制限することも可能。

現行制度

・経営と所有が比較的未分離な会社にあっては、譲渡制限の定めを定款に置くことにより、株式の譲渡につ
き会社の承認を要することとすることが可能。

→しかし、相続や合併といった譲渡以外の事由による株式移転を妨げることができない。

・特定の者について議決権を制限したい場合、議決権が制限された種類株式（議決権制限株式）の発行が
可能。

→しかし、議決権制限株式は、発行済株式総数の１／２未満でなければならない。

平成１８年 「会社法」の施行により、譲渡制限株式会社（公開会社以外の会社）について・・・

・株式分散防止のため、一定の事由が生じた場合に、会社が株式の買取りを行う旨を定款で定めることを
許容。

・議決権制限株式の発行総数制限を撤廃。また、種類株式によらずとも、定款の定めをもって、議決権や配
当についての属人的な扱いを行うことも可能。

→相続や合併といった譲渡以外の事由が生じた場合に、会社が株式を買い取ることも可能。

平成１８年度中の施行を目途として、現在、商法及び関連会社法制から会社関連部
分を統合した「会社法」の策定が行われている。これによれば、現行商法に比して、事
業承継において以下のようなメリットが想定される。

 

図表第１９：「会社法」での拡充内容（抜粋） 
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(3) 政策金融 

 

事業承継に当たっては、経営権の譲り受けに当たっての買取資金や納税資金

が必要となる。このうち、納税資金の融資は公的金融機関は取り扱っていない。

経営権の買取についても、現在のところ、政府系金融機関においてＬＢＯロー

ンを明確に商品として扱ってはいない。個別案件としては、産業再生法の認定

を受けた事業再構築計画等において、大企業からのカーブアウトとしてＬＢＯ

がなされる場合への融資等が政策投資銀行などにおいてなされた実績がある。 

また、現在、中小企業基盤整備機構において、創業７年以内のベンチャー企

業や事業再生・第二創業を目指す中小企業に対して出資を行うファンドへの投

資事業が行われている（図表第２０）が、事業承継目的のＭ＆ＡやＭＢＯを主

眼としたファンドへの投資事業は行われていない。 

納税資金については、公的金融機関がファイナンスを行うことは自ずから限

界があるが、ＬＢＯローンやファンド投資など、可能な範囲において支援措置

の拡充が政府系金融機関を中心に図られることが期待される。 

 

(4) 支援法 

 

事業承継の円滑化を主な目的とした支援法は現在のところ存在していない。

ただし、事業の承継時に事業再生や第二創業といった取組みを併せて行うこと

で、産業活力再生特別措置法や中小企業新事業活動促進法に申請をし、承認が

受けられれば各種の特例措置を受けることはできる。 

なお、平成１５年施行の改正産業活力再生特別措置法（平成２０年までの時

限立法）では、経営資源再活用計画（既存企業において有効に活用されていな

い経営資源を活用して当該事業分野の効率性向上を図る計画）として他社の事

業部門を譲り受ける場合、税制特例（登録免許税及び不動産取得税の軽減）や

商法特例（簡易営業譲渡の特例）を享受できるほか、日本政策投資銀行や中小

公庫、国民公庫による低利融資も行われている。計画は大臣による認定を必要

としており、計画の目標として財務健全性基準や成長性基準を計画終了後に充

たす必要がある。 

また、中小企業新事業活動促進法は、「中小企業経営革新支援法」、「中小企

業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」及び「新事業創出促進法」の

三法律を統合することで施策体系の骨太化を図り、中小企業が柔軟な連携を通

じて行う新たな事業活動（新連携）を支援するため、中小企業信用保険法や中

小企業投資育成株式会社法の特例等を拡充したものである。本法律は、創業や

経営革新等に対する支援を行うものであるが、事業承継に当たって経営革新等

を行うことで支援措置を受けることは可能であるが、事業承継そのものを支援

する法律構成とはなっていない。 
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図表第２０：中小企業基盤整備機構における各ファンド事業の概要 

 

《地域中小企業再生ファンド概要》（ファンド数６件；平成１６年１２月現在） 

 

 有責組合へのＬＰ出資で、ファンド総額の１／２以内を出資 

 出資期間は７年で、最大３年延長可能 

 主な出資方法は、デット出資（金融機関からの金銭債権買取）又はエク

イティ投資 

 投資総額の７０％以上は、国内に本店のある以下のいずれかの中小企業

者に投資 

 産業再生法施行令第１１条第１項各号に掲げる者 

→ 認定事業再構築事業者（同項１号）、債務超過である事業者（同

項２号） 等 

 再生・更生手続開始決定会社 

 これらに類すると認められる者 

 中小企業再生支援協議会の再生計画策定支援を受ける者 

 組合財産精算後、なお残余の株式等が存在する場合、ＧＰが適正時価を

もって買取り 

 

また、新事業開拓促進出資事業として、創業７年以内のベンチャー企業への出資

を目的とする「ベンチャーファンド出資制度」と、新事業展開への出資を目的とする

「がんばれ！中小企業ファンド出資制度」があり、これらに対して有限責任組合員と

して出資を行っている。 

 

《ベンチャーファンド概要》（ファンド数４８件；平成１６年１２月現在） 

 有責組合へのＬＰ出資で、ファンド総額の１／２以内（上限１０億円）

を出資 

 出資期間は１２年で、最大３年延長可能 

 主な出資方法は、エクイティ投資又はデット出資 

 投資総額の７０％以上は、国内に本店があって、新商品、新技術若しく

は新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓を

行う中小企業者であって、以下のいずれかに適合する者に投資 

 設立７年以内であること 

 中小企業経営革新支援法の承認を受けた者等 
 

《がんばれ！中小企業ファンド概要》（ファンド数１件；平成１６年１２月現在） 

 有責組合へのＬＰ出資で、ファンド総額の１／２以内を出資 

 出資期間は１２年で、最大３年延長可能 

 主な出資方法は、エクイティ投資又はデット出資 

 投資総額の７０％以上は、国内に本店があって、新商品、新技術若しく

は新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓を

行う中小企業者 
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(5) 後継者人材の育成 

 

商工会議所や商工会では、人事管理から財務・経理等の専門スキル等、経営

者レベルから実務担当者レベルまで様々な研修コースを設けている。また、創

業塾、第二創業塾といった、経営者予備軍及び経営革新を目指す経営者を対象

としたセミナーも設けている。中小企業大学校においても、同様に様々な研修

メニューが揃えられており、中小企業の経営者や管理者等であれば誰でも申込

みが可能となっている。 

また、一部の民間事業者においても、後継者人材を対象とした総合的な人材

育成コースの開発がなされている※。 

 

 

 

 

※ 参考 民間事業者による後継者育成プログラム 

（平成１６年１０月６日 日経産業新聞 朝刊） 

 
中小の後継者育成 ＬＥＣ大学が４年制コース 

 

司法試験予備校などを手がける東京リーガルマインド（中略）は２００５年４月、同社

が運営するＬＥＣ東京リーガルマインド大学に中小・中堅企業の後継者を養成するコー

スを設ける。４年生大学が後継者の人材を育成する専門コースを開くのは珍しい。 

新しいコースは総合キャリア学部総合キャリア学科に設ける。１、２年次は経営者の

心構えや承継する企業の直近の財務諸表をもとにした経営分析、地元産業界の特徴、

地域の経済情勢、関係する市場の動向などを学習する。 

３、４年次には労務管理や企業と家を学ぶほか、承継企業の事業計画作成などに取

り組む。 

授業内容は承継する個々の企業にあわせた完全オーダーメード型で、中小企業診断

士や税理士、ファイナンシャルプランナーら実務家が指導する。経営者に絡む法律や

税の知識も身につける。 

同大は来春、横浜市、千葉市、松山市、岡山市、広島市など地方キャンパスを増や

す予定で、キャンパスは現在の東京都千代田区、大阪市を含め合計で１０程度になる

見通し。 

中小・中堅企業の後継者難に対応したニーズは全国にあるとみて、後継者育成の専

門コース新設で地方の生徒を呼び込む。同コースの入学者は１キャンパスあたり、初年

度１０－３０人を見込む。 
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第２章 事業承継における問題の所在（図表第２１） 

 

 

(1) 事業承継に係る事前の取組みの欠如 

 

企業のライフ・サイクルには、創業期、成長期、安定期、衰退期（再生や第

二創業により再び成長サイクルへ戻ることもある）があるが、各段階に資金調

達や技術開発などに関するリスクが存在しており、企業経営者は、それぞれの

段階におけるリスクについて自覚をし、必要な手当を行っている。こうしたリ

スクに対しては、政府としても、金融セイフティー・ネットの構築や技術開発

支援（税制・補助金等）、事業再生に係る各種ツールの提供といった政策的措

置を講じている。 

こうした企業の発展段階とは別に、中小企業にあっては、経営と所有が未分

離であるが故に、中小企業経営者のライフ・サイクルが企業経営に影響を与え

るという特性がある。つまり、健康上の不安や死亡など、経営者に生じた個人

的な事情が即企業の存亡に関わるという事態も、中小企業であれば十分起こり

得るのである。 

このようなリスクは、事の発端が経営者個人の健康や死亡であること、リス

クへの対処が相続等の私的財産の処理をも内包するものであることから、とか

く個人的な問題として扱われがちであり、継続企業体としての企業の経営にお

ける資本政策・人材政策といった観点で正面から取り組まれにくい。その結果、

そもそも事業承継に潜在的リスクが存在していることに気づいていない、ある

いは、自社に事業を後継者に承継する際に、どのような問題が生じうるのかき

ちんと把握できていない、という状況が多く生じていると考えられる。 

また、こうした事業承継対策へのネガティブな要素が企業経営者等に存在し

ているため、事業承継対策の重要性の啓発や具体的なコンサルティング、明確

な手法の提供、金融機関等の事業承継関連ビジネスを取り扱う民間事業者との

コネクション等、総合的な支援を行う機関の不在が、こうした状況の改善の障

害となっている。 

 

(2) 相続型の事業承継に係る問題 

 

相続を前提とした事業承継において、まず問題となるのが後継者の育成の問

題であろう。これについては、当然のことながら、親族以外の後継者やＭ＆Ａ

の可能性が模索された結果、諸般の事情を勘案して相続型を選択したという前

提がある。人材育成については、一朝一夕になし得る話ではないため、後継者

であることを当人に明確に伝え、承継に当たっての事前の取組みを促すことが

重要と考えられる。 
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相続型の事業承継 

非相続型（Ｍ＆Ａ等）の事業承継 

後継者の育成が難しい 
経営権を集中させることが難しい 

 ・均分相続、法定遺留分の問題 等 
相続税負担の問題 
定款自治の範囲や種類株の評価に

係る予見可能性が低くリスクがある 

事
業
承
継
の
あ
り
方
に
つ
い

て
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ 

事業承継に係る事前

の取組み 

事業承継に潜在的リスクがあ

ることに気づいていない。 

自社の事業承継について、ど

のような問題が存在している

かわからない、又は誤解があ

る（ex.相続税額を知らずに「負

担が重い」と思っている。） 

問題があることは認識している

が、具体的にどのような対策を

とればいいのかわからない。 

誰に相談したらいいのかわか

らない。 

事業売却を視野に入れているが、

売却先がなかなか見つからない 
ＭＢＯを行うための資金が不足 
対価柔軟化により株式以外を対価と

した場合株式譲渡益課税が生じる 
株式評価の不透明性に係るリスク 

A) 相 続 型 の

事 業 承 継 に

係る制度的・

非 制 度 的 な

問題 

B) Ｍ＆ＡやＭ

ＢＯ等、非相

続型の事業

承 継 に 係 る

制度的・非制

度的な問題 
C) 支援サービスのあり方、政府及

び民間のネットワークのあり方に

関する問題 

図表第２１：問題の所在 
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次に考えられる問題が、経営権の集中の問題である。前述のとおり、経営権の集

中のために、譲渡制限の定めを置いて株式の分散を防いだり、種類株式を活用して、

後継者以外には議決権制限株式を相続させることで均分相続や遺留分といった制

約を克服可能と考えられる。しかし、特に種類株式については、その実務は浅く、

中小企業では現在のところほとんど利用されていない。また、信託業法の改正によ

り信託業務への信託銀行以外の参入が認められたことから、今後、信託を利用して

同様の経営権の集中が図られる可能性もある。このように、経営権の集中のための

ツールは幾つか想定されるが、その活用には高度の専門知識が必要であり、事業承

継の円滑化という観点から種類株式等を活用した手法がモデルとして開発されて

いないため、活用可能性がありながら普及していない。また、こうした手法がモデ

ル化されたとしても、非上場種類株式の株式評価方法が確立されていないため、種

類株式の財産的価値が不透明であるという問題が存在する。特に、相続財産である

株式のうち一部が無議決権株式であった場合、財産分与においてその評価額が定ま

らず争いの火種となる可能性がある。 

また、かなり改善されたとは言え、税制上の問題も存在する。財務内容が健全で優

良資産を多く持つ企業ほど株式の評価が高くなるため、相続税負担を負う企業は一部

であっても、実際に相続税が課される企業にあってはその額はかなりの高額となる可

能性があることである。企業によっては、資産の内容次第では延納等を活用しても現

金等による納税が困難な場合があり、その際には、納付を困難とする金額を限度とし

て物納により納税を行うこととなるが、物納制度を活用するに当たっては、優良企業

の事業承継を阻害しないため、納税方法等につき何らかの配慮が必要と考えられる。

現在の相続税法では、「管理又は処分をするのに不適当であると認められる財産」は

物納申請を却下できることとされており、相続税法基本通達においては、「譲渡に関

して定款に制限がある株式」や「売却できる見込みのない有価証券」は「管理又は処

分をするのに不適当であると認める財産」にあたるとされている。こうした要件に対

し、譲渡制限をはずすことにより、第三者が買い取り易くすること等により相続税法

上物納が可能であるにも関わらず、その処分性の低さから、課税当局に物納が認めら

れにくいという現状がある。また、取引相場のない株式の売却に当たっては、一般競

争入札により株式が分散して同族経営の維持が困難とならないよう、妥当な額による

買い戻しを約する等の場合には一定の配慮が求められる。 

 

(3) 非相続型の事業承継に係る問題 

 

非相続型の事業承継に係る問題としては、後継者人材を探し出すことの困難

性が挙げられるが、これについては既に人材マッチング事業などが開始されて

おり、その進捗が期待されるところである。 

また、今後の事業承継の有力な方策の一つとして、Ｍ＆Ａによる事業承継の

振興がある。これについては、近年、中小企業のＭ＆Ａを専門としたＭ＆Ａ専

門会社も出てきており、その数は増えてきている（図表第２２）。しかし、事

業の売却等に当たっては、事業の売却先がなかなか見つからない、見つかって

も成約に至るまでの協議や情報開示のあり方に困難が伴う、等のマッチングの

問題が依然として存在している。また、経営者の一部や従業員がのれん分け的
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に事業を買取る、いわゆるＭＢＯ（Management Buy Out）等も事業承継の一形

態だが、これには買取資金の調達といった問題が存在している。 
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図表第２２：中小企業におけるＭ＆Ａの実態 

1

日本におけるＭ＆Ａの活用実態

Ｍ＆Ａには、グループ内再編等外部から必ずしも明らかではないケース
も多く考えられるため、Ｍ＆Ａ件数の絶対量の把握は困難。ただし、新聞
等での公表ベースの数字では、Ｍ＆Ａの件数は近年増加していることが
わかる。

IN-IN 日本企業同士のＭ＆Ａ
IN-OUT 日本企業による外国企業へのＭ＆Ａ
OUT-IN 外国企業による日本企業へのＭ＆Ａ
OUT-OUT 日本企業が海外で買収した企業が絡むＭ＆Ａ

※データソースは日経４紙、一般紙、地方紙、専門誌、ニュースリリース等

出典：株式会社レコフＨＰ

マーケット別Ｍ＆Ａ件数の推移
Ｍ＆Ａの定量データ（2003年実績）

全体 1,728件

国内企業同士 1,325件

未上場企業の関係するＭ＆Ａ

未上場同士 484件

未上場が上場を買収 41件

上場が未上場を買収 589件

ＭＢＯ 31件

株式移転・株式交換 52件

会社分割 195件

出典：月刊誌「マール」株式会社レコフ

 

 

3

ヒアリング結果 活用件数

中小企業が関係するＭ＆Ａがどれだけあるか、Ｍ＆Ａコンサルティング会
社や税理士、公認会計士にヒアリングを行い、概数等を聞いたところ、中
小企業が絡むＭ＆Ａは一定程度のボリュームがあり、かつ、増加傾向に
あることがわかった。

〔ヒアリングでの声〕

・中小企業の絡むＭ＆Ａとしては、大企業が中小企業を取得するケースが非
常に多く、中小企業が中小企業を取得するケースも結構多い。

・中小企業が大企業（またはその事業の一部）を取得するケースは少ない。

・後継者対策や事業再生等の場面での活用が増えている。

・ドラッグストア等、一部の業界ではシェア拡大によるコスト削減・利益確保の
ため、中小企業の統合が急激に進んでいる。

・新聞等に載らない案件が多く、中小企業におけるＭ＆Ａの件数は、２０００
件弱という数字と同等か、それの数倍程度あるかもしれない。

 

→中小企業庁でヒアリングを実施 
ヒアリング先 ： Ｍ＆Ａコンサルティング会社 
           公認会計士、税理士        等 
ヒアリング期間 ： 平成１６年 ９月～１０月 
ヒアリング内容 ： 中小企業におけるＭ＆Ａ活用実態 
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第３章 今後の課題と方向性 

 

 

１． 相続型事業承継の円滑化に向けた取組み 

 

(1) 事業承継問題に対する中小企業経営者の意識向上 

 

事業承継に関してリスクが存在しうること、及びそれに対して事前に検討・

対処することが大事であることを中小企業経営者に対して啓発するべく、官民

が協調して事業承継問題に関する周知及び支援体制の整備に取り組んでいく

ことが重要である。 

 

(2) 相続紛争を防止して承継を円滑に行う手法の確立 

 

相続が絡む事業承継において、親族間の財産分与に係る争いがある場合、事

業継続に悪影響を与えるケースが少なくない。これに対して、①生前贈与や遺

言による特定遺贈などを活用した事前の事業資産承継計画の策定をやり易く

するための環境整備、②相続に係る争点を減らすべく株式評価に係る透明性を

高めるための環境整備、等が重要である。 

 

① 事業資産の計画的承継を実現するための手法の開発 

 

事業承継に活用可能な種類株式モデルの開発 

自らの会社における持分と議決権の望ましいバランスを検討し、議決権

や配当、残余財産分配等について具体的に種類株式として設計した上で、

後継者及びそれ以外の親族に株式を相続させることにより、後継者への円

滑な経営権の移転が可能となる。これに当たっては、具体的な種類株式の

内容についての検討や、種類株式化を行うための手続等のノウハウの蓄積

が重要である。 

 

相続放棄・遺留分放棄手続の簡素化 

相続分の協議における争いを避け、協調の下遺留分放棄、相続放棄が行

われるに当たり、放棄の旨の家庭裁判所への申述が手続として煩雑である

旨の指摘がなされている。円滑な事業承継に係る手続負担の軽減の観点か

ら、放棄の意思表示の確認を公証人等代替的な手段を活用することが可能

か等、手続簡素化の可能性を模索すべきである。 

 

信託の活用 

信託業法の改正により信託業務を行える者が拡大したことから、今後、

事業承継において信託制度の活用が期待されるところである。 

例えば、株式管理信託により相続人を受益者とした他益信託を設定する

ことが考えられる。この際、受託者の議決権行使を後継者に委任すること
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で、持分と経営権の分離が可能となる。なお、この管理信託の普及に当た

っては、他益信託が設定された時点で課税関係が生じる信託税制のあり方

や、議決権信託は無効である、議決権行使の委任は株主総会ごとに行われ

なければならない、といった商法上の解釈について検討を加え、可能な範

囲においてガイドラインを示す等の対応も重要である。 

 

公正証書遺言・遺言信託の活用 

公正証書遺言や遺言信託の活用を促進し、争点を増やしかねない自筆証

書遺言の作成をなるべく回避するよう、その普及を図ることが適当である。 

 

② 株式評価の透明性確保 

 

種類株式の今後の活用を図るためには、例えば配当優先劣後株について

社債類似の評価を認める等、未上場種類株式についての株価の評価方法の

確立が急務である。なお、こうした評価方式の確立に当たっては、税法へ

の影響を併せて検討することが重要である（図表第２３）。 

また、その他の株式評価に係る問題として、相続分の算定に当たって控

除される特別受益に係る評価時点（通説は相続時）の妥当性の検討が考え

られる。即ち、特別受益を得た後に後継者の努力により相続時までに増加

した分の価値までが特別受益として控除されてしまうことについての疑問

である。これについては寄与分が認められることで対応が可能であるとも

考えられるが、寄与分の算定は相続人間の協議でなされることとなってお

り、その明確な評価方法も明らかになっていない。 

以上のような論点につき、専門家による研究が今後深化していくことが

期待される。 

 

 

(3) 物納手続の改善 

 

相続税法基本通達における「管理又は処分をするのに不適当であると認める

財産」については、その内容を明確化するとともに、その結果、この財産にあ

たらないと判断された取引相場のない自社株式については、物納を円滑に認め

ることができるよう、物納に係る手続を改善することが望ましい。 

 

(4) 後継者人材育成のための研修の拡充とその活用促進 

 

中小企業大学校や商工会議所・商工会等において、後継者の総合的な人材育

成を目指すコースを作るなど、事業承継という観点での効率的な人材育成サポ

ートが期待される。 
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図表第２３：種類株式の税法上の評価 

 
○ 株式の評価については、取引相場のある株式については原則として時価が用いられる一方、取引

相場のない種類株式については明確な時価が存在しないため、株主の属性と会社の規模に基づ
き評価方法を定めている。 

 
○ 株主の属性の区分では、支配的な株主とそれ以外の株主に分類して、前者については原則的評

価方式（純資産価額方式若しくは類似業種比準方式又はそれらの併用方式）を、後者については
特例的評価方式（配当還元方式）を、それぞれ採用している。 

 
○ 支配的な株主か否かの判定は、以下のようなルールに基づいている。即ち、同じ株式であっても、

その所有者及び同族関係者の所有する議決権数により、その評価が異なることとなる。判定にお
いて、完全無議決権株式は同族株主等の判定における議決権数にカウントされない（一部議決権
制限株式は、普通株式と同様に議決権をカウントされる）。そして、評価方法の適用は、普通株式
と種類株式との区別はなされない（完全無議決権株式であっても原則的評価方式が同様に適用さ
れる）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

熊谷安弘「株式の評価 税務処理・申告・調査対策」より抜粋 
 

※ 「同族株主」…課税時期における評価会社の株主のうち、株主の１人及びその同族関係者（親族等（法人税法施行

令第４条に規定））の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の３０％以上（その評価会社の

株主のうち、株主の１人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する

議決権の合計数が、その会社の議決権総数の５０％超である会社にあっては、５０％超）である場

合におけるその株主及びその同族関係者をいう。 

※ 「中心的な同族株主」…課税時期において同族株主の１人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び１親

等の姻族の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の２５％以上である場合におけるその株

主をいう。 

※ 「中心的な株主」…課税時期において株主１人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総

数の１５％以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の

１０％以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいう。 

 
○ 上場会社が発行した非上場の種類株式の評価については、国税庁の見解によれば、 

 非上場の無額面株式（無議決権・配当優先・一定期間以後に利益による償却が予定され

る償還株式） 

 非上場の無額面株式（無議決権・配当優先・１０年後に一斉転換） 

については、「普通株式に優先して配当があり、また、普通株式に先立ち払込金額を限度として残
余財産の分配が行われることから、その配当を利息に相当するものと考えると、普通株式よりも利
付社債に類似した特色を有すると認められるので、利付社債に準じて評価する」としている。 

原則的評価方式取得後の議決権割合５％以上

同族株主以外の株主

議決権割合の合計が１５％未満のグループに属する株主

特例的評価方式その他

役員

中心的な株主中心的な株主が
いる場合

中心的な株主がいない場合取得後の議
決権割合が

５％未満

議決権割合
の合計が１
５％以上の
グループに
属する株主

同族株主の
いない会社

特例的評価方式その他

役員

中心的な同族株主中心的な同族株
主がいる場合

中心的な同族株主がいない場合取得後議決
権割合が
５％未満

原則的評価方式取得後の議決権割合５％以上同族株主同族株主が
いる会社

株主区分会社区分

評価方法株主の態様による区分

原則的評価方式取得後の議決権割合５％以上

同族株主以外の株主

議決権割合の合計が１５％未満のグループに属する株主

特例的評価方式その他

役員

中心的な株主中心的な株主が
いる場合

中心的な株主がいない場合取得後の議
決権割合が

５％未満

議決権割合
の合計が１
５％以上の
グループに
属する株主

同族株主の
いない会社

特例的評価方式その他

役員

中心的な同族株主中心的な同族株
主がいる場合

中心的な同族株主がいない場合取得後議決
権割合が
５％未満

原則的評価方式取得後の議決権割合５％以上同族株主同族株主が
いる会社

株主区分会社区分

評価方法株主の態様による区分
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２． Ｍ＆Ａ・ＭＢＯの活用促進 

 

(1) Ｍ＆Ａマッチング事業の拡大 

 

現在、民間事業者と一部の商工会議所等で行われているマッチング事業を全

国ベースで行えるよう、政府及び民間が一体となって連携体制を構築すること

が重要である。既に中小基盤整備機構においてＭ＆Ａマッチングに係るサイト

が開設されているが、その一層の普及を図るとともに、事業承継のコンサルテ

ィングから関係者へのコネクティングまでを包括的に行う官民一体となった

支援組織（後述）を模索することも一案ではないか。 

 

(2) ＭＢＯ振興のためのファイナンス上の量的補完 

 

事業を引き継ぐ者による事業又は会社の買取（ＭＢＯ）のより一層の活性化

が重要である。 

直接資金の量的補完としては、中小企業基盤整備機構が既に取り組んでいる

「がんばれ！中小企業ファンド」事業の拡充として、ＭＢＯを行う者へ出資を

行うＭＢＯファンドへ出資を行うことが考えられる。 

間接資金の量的補完としては、事業の買取の際に一部買取資金を融資する

「ＬＢＯローン」への政府系金融機関の積極的な取組みが期待される。 

 

 

３． 事業承継を総合的に検討・支援するネットワークの形成 

 

事業承継に対する対策のあり方を検討する協議体の形成 

 

１．（２）に掲げるような手法の開発や相続法等における解釈が不明な点に

つきガイドラインの設定を検討するため、専門家及び官民の関係機関からなる

検討主体を設定し、当該主体にて事業承継対策の一層の深化が図られることが

重要である。 

 

事業承継を官民で総合的に支援する体制の構築 

 

その地域に存在する企業や人材等を把握する官民両団体が協調して、商工会

議所や商工会等を核として、事業承継に係るセミナーからコンサルティング、

後継人材やＭ＆Ａのマッチング、承継に係る具体的手法の提供をワンストップ

で行える体制の構築が、今後の課題として考えられる。 

なお、こうした体制を構築するに当たっては、官民の関係機関や専門家等によ

る十分な検討が行われ、より望ましい体制の構築が図られることが重要である。 
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４． その他 

 

本中間報告はこれまでの研究会において提示された論点を概括したもので

あり、いずれの論点についても引き続き検討を行っていくことが必要である。 
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